
地域みらい留学
令和8年度参画に向けた契約説明会

令和8年1月29日(木) 
一般財団法人  地域・教育魅力化プラットフォーム



本日の目的
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● 令和8年度の地域みらい留学参画に向けた契約締結や請求・支払いの流れや必要
な手続きを把握する

● 契約・請求手続きを進めるうえでの注意点、昨年からの変更点などを理解する



目次
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01　契約・請求の全体スケジュール

02　契約・参画条件等の概要・変更点

03　契約書・請求書作成にあたっての注意点
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01　契約・請求の全体スケジュール
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契約・請求手続きの全体スケジュール

● 仮申込書提出から、お振込までの流れは以下の通り。
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02　契約・参画条件等の概要・変更点
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契約・請求に関わる各種書面

● 各種書面の目的・役割は以下の通り。
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各書面の名称 各書面の目的

参画仮申込書 対象年度の参画について、参画予定のプランや出展会場を仮申込する

契約確認書 契約書・請求書の入力事項や送付先などの必要情報を記載・指定する

参画契約書 契約当事者間で合意した内容を文書で確認し、契約の成立を証明する

実施要綱 本事業の実施に必要な事項を定める

個人情報の取扱い
に関する特記事項

当事者が個人データ等を管理、使用、提供する場合の取り扱い条件を定める

学校及び自治体に
おけるご参画基準

入学する生徒の留学先の選択、および充実した高校生活を送るために必要となる基準
を定めるため

請求書 対象年度の登録料支払いに向け、支払額や支払先を指定するため



今年度の運用変更点

● 仮申込書、契約確認書、参画校担当者連絡先一覧について、各校担当者限定で閲覧できる
Googleドライブ内の学校別格納ファイルを更新する運用に変更いたします。
→参画校様からご相談を多くいただいていた、提出物の進捗可視化が可能となります。

※運用詳細は 10月初旬にご連絡いたします。
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今年度

Googleドライブ上で
ファイルを更新

※担当者情報を更新すると、閲覧
権限も変更される仕様となります

これまで

メールでご提出

メールでご提出

Googleフォームで回答

※Googleの利用ができない場合はメールでのご提出をお願いします。

仮申込書

契約確認書

担当者
連絡先一覧

広報済



参画仮申込書について （〆切：10月31日）
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● 対象年度の参画について、参画予定のプランや出展会場を仮申込する。

● 提出後に議会等の議決・承認が得られない場合、無効にできるものとする。
参画者情

報
申込内容

広報済



契約確認書について （〆切：2月28日 ※この内容を基に契約書・請求書を作成）
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● 契約書・請求書の入力事項や送付先などの必要情報を記載・指定する。

● 期限は2月28日(金)とする。3月初旬から事務局より契約書の確認依頼を開始。

【補足】
・見積書が必要な場合も契約確認書にご記載ください。

・2月28日(金)までの記載・提出が間に合わない恐れがある場合、
提出目途を含めて事務局へご相談ください。



契約確認書の記載方法
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● 契約確認書については、地域みらい留学、おためし地域留学、住まい伴走支援（個別相談対応の
み）、高校魅力化評価システム、学校 PR支援の合計額をご記入ください。また、申込内容に間違い
がないように、対象となるサービス名を記載してください。

● 多様な越境機会の創出による地域課題解決型人財育成事業、住まい伴走支援（基本計画の設計、
寮立ち上げの伴走）は別紙にてご対応させていただきますので、記入は不要です。



契約書について （事務局作成→3月より順次確認依頼 →内容確定後郵送）

● 契約当事者間で合意した内容を文書で確認し、契約の成立、および証明をするもの。

● 契約確認書の記載内容をもとに作成いたします。
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【補足】

・契約書は捺印後、うち 1部のみを事務局に返送する。

【主な変更点】
・申込みいただく支援サービスについて、一部追記。
・支払期日、および振込手数料の負担について明記。
・受領した費用の返金は行わない旨を明記。

※令和8年4月中を目途にご返送ください。

イメージ



各事業における契約書のパターンについて

● 契約書の種類は、お申込みいただく各事業によって異なります。
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事業の名称 契約書 備考

地域みらい留学 地域みらい留学　参画契約書

おためし地域留学 おためし地域留学　参画契約書

住まい伴走事業 委託契約書※
個別相談（2.2万円)は、地域みらい留学参画契約書
に、支援事業の内容として追記。

多様な越境機会の創出によ
る地域課題解決型人財育成
事業

市町村ネットワークによる多様な越境
機会創出事業　参画契約書

令和7年度参画自治体の場合、令和 8年度は同様の
内容で送付予定（事前確認なし）。
令和8年度より参画自治体の場合、事前に内容を確
認いただいたうえで送付予定。
※別途ネットワーク推進事務局より案内予定

高校魅力化評価システム
高校魅力化評価システム　参画契約
書

学校PR支援 地域みらい留学　参画契約書
地域みらい留学参画契約書に、支援事業の内容とし
て追記



実施要項について （契約書に綴じ込み）

● 地域みらい留学事業の実施に必要な事項を定めたもの。
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個人情報の取扱いに関する特記事項について （契約書に綴じ込み）

● 当事者が個人データ等を管理、使用、提供する場合の取り扱い条件を定めたもの。
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【補足】
・第3条2項、および第 6条2項のとおり、契約終了後において
も事前の承諾を得ることなく第 3者に個人データの開示や漏
洩はしてはならないものとする。



参画条件について （契約書に綴じこみ）

● 生徒を受け入れるうえで必要な基準を定めています。
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請求書について （原則6/1付で作成＋押印 →原本添付）

● 契約確認書に記載された情報をもとに、請求書の作成を行う。
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03　契約書・請求書作成にあたっての注意点
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契約書・請求書作成にあたってのよくあるご質問

19

● 昨年度問い合わせいただいた質問は以下の通り

対象 質問 回答

参画契約書 契約締結日は4月1日でないといけないか
原則4月1日となりますが、不都合がある場合などはご相談く
ださい。

参画契約書 地域みらい留学は委託契約でないのか
事務局が業務を請け負う『委託契約』ではなく、学校・自治体
・事務局の三者が対等な立場で連携し、共に事業を創り上
げるための『参画契約』です。

契約確認書
2月末までに提出が間に合わない場合はどうすれば
よいか

提出可能なタイミングをそえて担当迄ご連絡ください。

契約確認書 見積書が必要な場合はどう依頼すればよいか 契約確認書の対象欄に記載をお願いします。

契約確認書 請求書の発行日と支払期限は変更可能か
原則6月1日発行、支払いは6月末とさせていただきますが、
発行日に指定がある場合は契約確認書の該当欄に、6月末
の支払日に不都合があれば備考欄に記載ください。

請求書 発行日を空欄にしたい場合はどうすればよいか
契約確認書の請求書発行日欄を空欄にし、備考欄に『発行
日は空欄希望』とご記載ください。

請求書
請求内容（品名にあたる項目）についての修正は可
能か

不都合がある場合、変更を希望する記載内容についてご相
談ください。



契約書・請求書作成にあたっての注意点
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● 昨年度は契約書や請求書を送付後に内容の修正や再発行が相当数発生したため以下の点に注意

①契約確認書の事務局提出時

　└契約書、請求書の担当部署や財政課などの担当者へ、記載内容の確認をお願いします。

②契約書、請求書の事前確認時

　└内容について必ず担当部署への内容確認をお願いします。



契約・請求手続きの全体スケジュール

● 2月末の契約確認書提出以降の進め方は以下の通り。
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契約書や請求書の内容や
送付先について、事前に担
当部署・担当者へ確認の上
で記載をお願いします。

契約書をメール送付いたし
ますので、原本送付前の事
前確認をお願いします。

契約書にご捺印いただき、
うち1部のみ事務局に返送
をお願いします。

請求書をもとに、 6月末まで
に指定の口座にご請求額
のお振込みをお願いしま
す。
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質疑応答
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